
①広報たけはら（募集枠数：原則２枠）

割引率 割引後金額 割引前金額 差額（全期間） 差額（月ごと）

1 か月分 0% 10,000 10,000

2 か月分 -5% 19,000 20,000 ▲ 1,000 ▲ 500

3 か月分 -7% 27,900 30,000 ▲ 2,100 ▲ 700

4 か月分 -9% 36,400 40,000 ▲ 3,600 ▲ 900

5 か月分 -11% 44,500 50,000 ▲ 5,500 ▲ 1,100

6 か月分 -13% 52,200 60,000 ▲ 7,800 ▲ 1,300

7 か月分 -15% 59,500 70,000 ▲ 10,500 ▲ 1,500

8 か月分 -17% 66,400 80,000 ▲ 13,600 ▲ 1,700

9 か月分 -19% 72,900 90,000 ▲ 17,100 ▲ 1,900

10 か月分 -21% 79,000 100,000 ▲ 21,000 ▲ 2,100

11 か月分 -23% 84,700 110,000 ▲ 25,300 ▲ 2,300

12 か月分 -25% 90,000 120,000 ▲ 30,000 ▲ 2,500

②市ＨＰバナー（募集枠数：９枠）

割引率 割引後金額 割引前金額 差額（全期間） 差額（月ごと）

1 か月分 0% 5,000 5,000

2 か月分 -5% 9,500 10,000 ▲ 500 ▲ 250

3 か月分 -7% 13,950 15,000 ▲ 1,050 ▲ 350

4 か月分 -9% 18,200 20,000 ▲ 1,800 ▲ 450

5 か月分 -11% 22,250 25,000 ▲ 2,750 ▲ 550

6 か月分 -13% 26,100 30,000 ▲ 3,900 ▲ 650

7 か月分 -15% 29,750 35,000 ▲ 5,250 ▲ 750

8 か月分 -17% 33,200 40,000 ▲ 6,800 ▲ 850

9 か月分 -19% 36,450 45,000 ▲ 8,550 ▲ 950

10 か月分 -21% 39,500 50,000 ▲ 10,500 ▲ 1,050

11 か月分 -23% 42,350 55,000 ▲ 12,650 ▲ 1,150

12 か月分 -25% 45,000 60,000 ▲ 15,000 ▲ 1,250

「広報たけはら」「市ＨＰバナー」への広告は
複数月の申込みがお得です！

　令和２年１月から「広報たけはら」において広告を募集しています。
　これまで毎月募集としておりましたが，令和２年４月号からは，安定的な広告
利用に繋がるよう，複数月の申込みと掲載料金の割引制度を設けます。
　また，竹原市ホームページのバナー広告についても，同様に複数月による料金
の割引制度を設けるとともに，「広報たけはら」とセットで利用しやすくするた
め，セットでお申し込みをいただいた場合の割引制度を設けます。
　ぜひご利用ください。

申込月数

申込月数

割引なし

割引なし



③広報たけはら，市ＨＰバナーのセット申込み

割引率 割引後金額 割引前金額 差額（全期間） 差額（月ごと）

1 か月分 0% 15,000 15,000

2 か月分 -5% 26,500 30,000 ▲ 3,500 ▲ 1,750

3 か月分 -7% 38,850 45,000 ▲ 6,150 ▲ 2,050

4 か月分 -9% 50,600 60,000 ▲ 9,400 ▲ 2,350

5 か月分 -11% 61,750 75,000 ▲ 13,250 ▲ 2,650

6 か月分 -13% 72,300 90,000 ▲ 17,700 ▲ 2,950

7 か月分 -15% 82,250 105,000 ▲ 22,750 ▲ 3,250

8 か月分 -17% 91,600 120,000 ▲ 28,400 ▲ 3,550

9 か月分 -19% 100,350 135,000 ▲ 34,650 ▲ 3,850

10 か月分 -21% 108,500 150,000 ▲ 41,500 ▲ 4,150

11 か月分 -23% 116,050 165,000 ▲ 48,950 ▲ 4,450

12 か月分 -25% 123,000 180,000 ▲ 57,000 ▲ 4,750

※セット割引参考事例
①広報４月～９月  ⇔ ＨＰ４月～９月　　：全月割引（▲25％）
②広報４月～９月  ⇔ ＨＰ５月～８月　　：５月～８月割引（▲11％）
③広報５月～８月  ⇔ ＨＰ４月～９月　　：５月～８月割引（▲11％）
④広報４月～９月  ⇔ ＨＰ９月～１２月　：割引なし
⑤広報４月　　　  ⇔ ＨＰ４月～３月　　：割引なし
⑥広報４・９・３月⇔ ＨＰ４月～１２月　：４・９月割引（▲5％）

【注意事項】
・原則として複数月の申込みの中途での広告内容の変更はできません。
・上記の割引は，同一年度内の複数月の申込みを対象とし，年度を超えての複
数月の申込みはできません。

「広報たけはら」と市ＨＰバナーをともに複数月の期間（市ＨＰバナーの申込月
のうち広報の申込月に該当する期間に限る。）を申し込んだ場合は，市ＨＰバ
ナーの広告料金をさらに１か月当たり１，０００円減額します。

申込月数

割引なし


